
八峰町障害福祉法指定店　各眼科処方箋取扱店
補聴器・メガネ・時計・宝石・はんこ・ゴム印

吉田時計メガネ店
医療機器販売管理者　吉田　 泰

八峰町八森字中浜15ー2　電話：７７－2034
ご自宅までお伺いします。お気軽にどうぞ。

どちらの処方せんでもお受けします。 
薬剤師　皆 川 鉄 治 ・ 皆 川 真 実  
八峰町峰浜沢目駅前　TEL.７6－2052・FAX.76-2199
営業時間　7：00～20：00／休業日　日曜日・祝祭日 

皆川薬局 

　
　

北都銀行
能代駅前支店
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秋
北
バ
ス
能
代
市
内
巡
回
サ
ー
ビ
ス

秋
北
バ
ス
能
代
市
内
巡
回
サ
ー
ビ
ス

ご
存
じ
で
し
た
か
？

秋
北
バ
ス
で
は
、バ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
発
車
前
と
バ

ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
到
着
後
に
、市
内
を
で
巡
回
す
る
サ

ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

出
発
前
は
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
発
の
発
車
時
刻
前
に
左
記

図
の
順
に
巡
回
し
、ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
戻
っ
て
か
ら
定

刻
に
発
車
し
ま
す
。こ
の
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
、バ
ス
発
車

時
刻
に
合
わ
せ
バ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
行
か
な
く
て

も
最
寄
り
の
バ
ス
停
で
乗
車
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

ま
た
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
到
着
後
は
、左
記
図
の
順
に
巡
回

し
ま
す
の
で
、最
寄
り
の
バ
ス
停
で
お
降
り
く
だ
さ
い
。

巡
回
サ
ー
ビ
ス
は
、能
代
バ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
〜
岩

館
線
と
能
代
バ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
〜
大
久
保
岱
線
の
バ

ス
で
実
施
し
て
お
り
ま
す
。ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
先

　
秋
北
バ
ス
株
式
会
社

　
能
代
営
業
所  

,
５
２-

５
３
５
６

　　　停留所名
①横町角
②畠町
③能代駅前
④東町
⑤住吉町
⑥柳町新道
⑦大手町
⑧能代市役所前
⑨能代警察署前

広報はっぽう　2009.2月号 67 広報はっぽう　2009.2月号

▲

発車前の巡回順番
※定刻 12分前に市内を巡回します。各バス停に発車時刻を表示してます。

　① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

▲

到着後の巡回順番
　⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① ⑨

時間額 効力発生年月

秋田県最低賃金
（全ての企業に適用されます）

629円 平成20年11月2日

産業別最低賃金 時　間　額 効力発生年月日
適用除外労働者

【この欄に該当する労働者は上記の秋田県最低賃
金が適用されます】

非鉄金属精錬・精製業 740円 平成20年12月26日 （１）18歳未満又は65歳以上の者
（２）雇入れ後6月未満の者であって、技能修得

中の者
（３）清掃、片付けその他これらに準ずる軽易

な業務に主として従事する者
（４）電気部品の組立又は加工の業務のうち、

主として卓上において行う組線、巻線、は
んだ付け、取付け又は検査の業務に主と
して従事する者

電子応用装置、その他の電気
機械器具、電子計算機・同付属
装置、電子部品・デバイス製造
業

698円 平成20年12月26日

自動車・同付属品製造業 729円 平成20年12月27日

自動車（新車）、自動車部品・付
属品小売業 714円 平成20年12月26日

詳しくは、労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
・秋田県労働局賃金室　電話０１８－８８３－４２６６
・能代労働基準監督署　電話　　　　　５２－６１５１

守ろう! 確かめよう! この最低賃金
～秋田県の最低賃金～

固定資産の評
ひょうかがえ

価替について
Ｑ　

固
定
資
産
の
評
価
替

と
は
何
で
す
か
？

Ａ　

固
定
資
産（
土
地
・
家
屋
）の
価
格
は
3

年
ご
と
に
見
直
す
こ
と
と
さ
れ
、こ
れ
を

「
評
価
替
」と
い
い
ま
す
。次
回
は
平
成
21

年
度
が
そ
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。

　
　

固
定
資
産
税
は
、固
定
資
産
の
価
格
、

す
な
わ
ち「
適
正
な
時
価
」を
課
税
標
準

と
し
て
課
税
さ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、本

来
は
全
て
の
土
地
・
家
屋
に
つ
い
て
毎
年

評
価
額
を
見
直
す
こ
と
が
理
想
的
で
す
。

　
　

し
か
し
、実
務
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ

と
か
ら
、3
年
ご
と
に
見
直
す
制
度
が
と

ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ　

宅
地
の
評
価
方
法
は
？

Ａ　

固
定
資
産
の
評
価
は
、総
務
大
臣
が
定

め
た
固
定
資
産
評
価
基
準
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
ま
す
が
、八
峰
町
は
市
街
地
で
な

い
た
め「
標
準
地
比
準
方
式
」を
採
用
し

て
い
ま
す
。

　
　

こ
れ
は
、状
況
の
似
て
い
る
地
区
ご
と

に
選
ん
だ
標
準
地
を
不
動
産
鑑
定
士
に

評
価
し
て
も
ら
い
、次
に
そ
の
地
区
内
の

個
々
の
宅
地
に
つ
い
て
標
準
地
と
比
較

し
、必
要
な
補
正
を
行
っ
て
評
価
す
る
方

法
で
す
。

Ｑ　

宅
地
の
評
価
方
式
は
旧
町
村

で
違
い
は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ　

旧
八
森
町
と
旧
峰
浜
村
と
で
は
、標
準

地
と
比
較
し
た
補
正
の
仕
様（
宅
地
の
比

準
表
）に
少
し
違
い
が
あ
り
ま
し
た
の
で

こ
れ
を
統
一
し
ま
し
た
。

　
　

平
成
21
年
度
の
評
価
替
で
は
、標
準
地

の
地
価
は
同
程
度
か
少
し
下
が
る
状
況

で
す
が
、個
々
の
宅
地
に
つ
い
て
は
、比

準
表
を
統
一
し
た
こ
と
に
よ
り
前
年
と

比
較
し
て
評
価
額
に
増
減
が
生
じ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
　

前
年
よ
り
評
価
額
が
上
が
る
宅
地
に

つ
い
て
は
、税
負
担
が
急
に
増
え
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
徐
々
に
税
額
を
上
げ
る

方
法
が
と
ら
れ
ま
す
。

Ｑ　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
時
の

手
続
き
は
？

Ａ　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
、「
家
屋
滅

失
届
」の
提
出
が
必
要
で
す
。平
成
20
年

1
月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
取
り

壊
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
平
成
21
年
度
で

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、税
務
課（
八
森

庁
舎
）へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、法
務
局
で
滅
失
登
記
手
続
き
を

済
ま
せ
て
い
る
方
は
連
絡
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
先
】

税
務
課（
八
森
庁
舎
）　
　
　
　

?
７
７

－

２
１
１
１

税務課からのお知らせ

　

固
定
資
産
税
は
、
賦
課
期
日（
毎
年
１
月
１
日
）に
、
土
地
、
家
屋
、
償

却
資
産（
こ
れ
ら
を
総
称
し
て「
固
定
資
産
」と
い
い
ま
す
）を
所
有
し
て
い

る
人
が
、
そ
の
価
格
を
も
と
に
算
定
さ
れ
た
税
額
を
固
定
資
産
が
所
在
す

る
市
町
村
に
納
め
る
税
金
で
す
。

　

こ
こ
で
は
固
定
資
産
額
の
算
定
に
重
要
な「
評
価
替
」に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

標準地

各筆の土地
※標準地と比較して算定
　されます


